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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 平成２７年１月２６日 定例庁議  

開 催 日 時 

午前９時９分から  

平成２７年１月２６日（月） 

午前９時２７分まで  

開 催 場 所 市長公室 

出 席 者 

富岡市長、田中副市長、三好教育長、重岡危機管理監、小林総務部長、

佐藤市民環境部長、三田福祉部長、薮塚健康づくり部長、柳原都市建

設部長、細沼会計管理者、田中水道部長、内田議会事務局長、谷井学

校教育部長、島村生涯学習部長、内田監査委員事務局長 

（担当課１） 

村山財産管理課長、宇野同課主幹兼課長補佐、木田同課財産管理係長 

（担当課２） 

堤田長寿はつらつ課長、二河同課専門員兼高齢者支援係長、藤原同課

介護保険係長 

（担当課３） 

塩野都市建設部次長兼まちづくり推進課長、中村同課長補佐、丸山同

課都市計画係長、 

（事務局） 

神田市長公室次長兼政策企画課長、佐藤同課主幹兼課長補佐、同課政

策企画係芦原主任、稲葉秘書課長 

会 議 内 容 

１ 朝霞市公共施設等総合管理計画検討委員会条例（案） 

２ 朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例（案） 

３ 朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例（案） 

４ 朝霞市景観条例（案） 

会 議 資 料 

・朝霞市公共施設等総合管理計画検討委員会条例（案）概要 

・朝霞市公共施設等総合管理計画検討委員会条例（案） 

・【資料】公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等の推進 

・朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（案）の概要 

・朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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等を定める条例（案） 

・朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関す

る基準を定める条例（案）の概要 

・朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関す

る基準を定める条例（案） 

・議案の概要【朝霞市景観条例】 

・朝霞市景観条例（案） 

・朝霞市景観規則（案） 

・朝霞市景観計画（骨子案） 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

■要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

 出席者の確認及び事務局の決裁 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

【議題】 

 

 １ 朝霞市公共施設等総合管理計画検討委員会条例（案）について 

 

【説明】 

（担当課１：村山） 

現在、全国的に上下水道や橋梁など、インフラを含めた公共施設の老朽化が大きな課

題となっている中で、公共施設の全体を把握し、長期的な視点での更新、統廃合、長寿

命化などを計画的に行うことが求められている。 

そのための計画、公共施設等総合管理計画の策定を行うための附属機関として検討委

員会を設置するため、地方自治法第１３８条の４第３項の規定によりこの条例案を提案

するもの。 

この計画は施設管理に関する基本的な方針を主な内容とするもの。個別の施設につい

ての廃止、統合を検討するものではない。 

組織及び構成委員は、委員は１０名以内で、市の議会の議員２名、知識経験を有する

者３名、市が関係する団体の代表者２名、公募による市民又は公募委員候補者名簿に登

載された市民３名、内訳としては立候補１名、名簿登載２名を予定している。 

委員の任期については、委嘱の日を５月頃予定し、その日から計画を策定する日まで

としており、施行年月日は平成２７年４月１日からと考えている。 

策定方法としては、関係部署の課長で構成されている庁内検討委員会でたたき台を作

成し、それを附属機関の検討委員会に順次示し、意見を伺いながら、市民への出前講座

や市民説明会での意見、パブリックコメントを行いたいと考えているが、そこでの意見

などを踏まえながら、 平成２８年１月を目途に、委員会としての提言をいただきたいと

考えている。その後、政策調整会議や庁議などの手続きを踏み、平成２８年３月までに、

市として計画の策定を行う予定である。 

 

［１月１９日政策調整会議の要旨について］ 

（田中副市長） 

・委員の構成について、知識経験者は公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会

の池田専務理事、池田専務理事より推薦された者、東洋大学ライフデザイン学部の教

授の３名を予定。市が関係する団体については、自治会連合会より１名、朝霞市文化

スポーツ振興公社より１名を予定。 

・計画の具体的な内容としては、総括的な方針を定めるもの。ただし、総床面積をどの

程度とするかについての記載は最低限必要だと考えている 

・財政負担の軽減の点で、統廃合等が考えられるのではとの意見について、総合管理計

画を平成２７年度に策定した後に個別の施設計画の中で統廃合等を検討していくとの

ことである。 
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【質疑等】 

なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

２ 朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（案）について 

 

【説明】 

（担当課２：堤田） 

本条例については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律、いわゆる第３次一括法の施行に伴い、介護保険法の一部

が改正され、これまで、厚生労働省令で定められていた指定介護予防支援の基準等につ

いて、厚生労働省令に従い又は、省令を参酌し、市町村の条例で定めることとされたこ

とに伴い、新規条例として制定するものである。 

条例の制定に当たり、従うべき基準とされている項目については、全て省令に準じた

基準を定めている。 

その他については、参酌すべき基準とされている。その中で、本市独自案として、新

規条例の第３１条の記録の整備について、厚生労働省令では、記録の保存年限をその完

結の日から２年間とされているが、過払い等に対する介護報酬の請求に関する消滅時効

が、地方自治法第２３６条第１項により５年間とされていることから、記録の保存年限

をその完結の日から５年間と定めている。 

  その他については、全て省令に準じて定めている。 

 

［１月１９日政策調整会議の要旨について］ 

（田中副市長） 

・本件の内容、文面等については、国から示された基準省令に基づいている。 

・第３１条のみ本市独自の案としているが、これは、介護報酬として請求するのではな

く、地方自治法を根拠に市町村が請求するのであれば時効は５年間となるので、記録

の保存年限を５年間としたとのことである。 

 

【質疑等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 
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３ 朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める

条例（案）について 

 

【説明】 

（担当課：堤田） 

  本条例については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律、第３次一括法の施行に伴い、介護保険法の一部が改正さ

れ、これまで厚生労働省令で定められていた地域包括支援センターの人員及び運営に関

する基準について、厚生労働省令に従い又は省令を参酌し市町村の条例で定めることと

されたことに伴い、新規条例として制定するもの。 

条例の制定に当たり、職員の基準及び当該職員の員数については従うべき基準とされ

ており、その他については参酌すべき基準とされている。 

厚生労働省令には、１の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険

者の数が６，０００人を超える場合の職員の配置規準がないため、朝霞市の独自基準と

して、条例第４条第３項に、６，０００人を超える場合には、２，０００人ごとに、第

４条第１項各号に定める職員のうち１名を増加する旨の規定を設けている。 

 

［１月１９日政策調整会議の要旨について］ 

（田中副市長） 

・国の基準に則った条例案となっているが、条例第４条第３項に６，０００人を超える

場合の職員の配置規準を設けている。これは、内間木苑の圏域が、今後６，０００人

を超える可能性のあるため独自に基準を設けたもの。 

・省令上に定めのない人数を超えるとは、地域包括支援センターが不足しているのでは

ないか、との問いについては、現状は基準を満たしているが、内間木の圏域を広く設

定しており、今後基準を超える可能性があるので予め手当てしておきたいとの趣旨で

あった。 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

 

 ４ 朝霞市景観条例（案）について 

 

【説明】 

（担当課３：塩野） 

朝霞市景観条例について、まず、条例制定の動機としては、景観まちづくりに対す

る重要性や制度を整備する必要性が高くなっていることから、第４次朝霞市総合振興

計画後期基本計画に朝霞らしい景観づくりのため、平成２７年度末までに景観行政団

体へ移行すると基本方針に位置づけられている。 
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条例の概要であるが、届出、罰則、市民などとの協働による景観の形成等について

規定している。 

今後のスケジュールについては、３月議会に上程後、４月に告示を行い、５月１日

に景観行政団体へ移行する予定となっている。 

 

［１月１９日政策調整会議の要旨について］ 

（田中副市長） 

・この条例は、民間に対しての制約となるもので、当然、市民や事業者に対し丁寧な周

知が必要であるが、その方法については、告示の後、住民説明会を開催し、窓口、広

報、ホームページ、その他事業主に対しても不動産業界などの関係団体に広く周知す

るとのことであった。 

・景観重要樹木と保護樹木との調整について、景観重要樹木は保護樹木の中から選ばれ

る可能性が高く、特に市の景観上重要なものを景観重要樹木に指定することで、二重

の保護を行う意味合いがあるとのこと。 

 

【意見等】 

 なし 

 

【結果】 

・原案のとおり決定する。 

 

【閉会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


